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電車通勤をしていますが、負担が大きいです。
　何か割引制度などありますか。

５. 優遇制度

　母子家庭の母や寡婦、または母子・父子福祉団体が、公共施設内に売店や食堂など
を設置したい場合に、優先して設置できる場合があります。
　また、製造たばこの小売店を開業したい場合、優先的に許可されることになっていま
す。申請にあたって必要な母子世帯や寡婦の証明書は、県保健福祉事務所または市福
祉事務所で交付します。

　ひとり親あるいは寡婦の方で一定の要件に該当する場合は、ひとり親控除あるいは
寡婦控除を受けることができます。
　ひとり親控除・寡婦控除とは、所得税や住民税を計算する際に課税される所得金額
から差し引かれる所得控除の一つです。確定申告や年末調整で手続きができます。
　また、未婚のひとり親家庭の母又は父を対象に、保育料の軽減や高等職業訓練促進
給付金等の支給額の算定等において、ひとり親控除のみなし適用が実施される場合が
あります。詳しくは、各事業の担当窓口へお尋ねください。

　児童扶養手当を受けている世帯に属する方が通勤にＪＲを利用している場合は、通
勤定期乗車券を３割引きで購入できます。ただし、他の割引との併用はできません。
　購入手続きは、児童扶養手当証書、本人の写真(上半身４×３㎝)を持参し、市町窓口で
「資格証明書」と「購入証明書」の発行を受けて、購入する駅に提出してください。

（1） 公共施設内への売店等の設置、たばこ小売業の許可

（2） 税の軽減

（3） ＪＲ通勤定期の割引

　児童扶養手当を受けている世帯に属する方は、JR通勤定期の
割引があります。
　また、他にもひとり親家庭への優遇制度がありますので、あわ
せて詳しくみていきましょう！

◆問い合わせ先 P33 ①②へ

◆問い合わせ先 P33 ②③へ

　ハローワーク佐賀と、ハローワーク鳥栖では、お子様連れでも利用しやすいマザーズ
コーナーを設置し、就職に関する支援を行っています。お子様同伴でも相談できる
スペースも準備していますので、お気軽にご利用ください。
　また、ハローワークへ来れない方に各種イベント情報や仕事と子育てが両立しやす
い求人情報等をお届けするためにマザーズコーナー専用のLINEアカウントを開設して
おります。「友だち」登録は以下のQRコードから行ってください。

◉お子様連れでも利用しやすいマザーズコーナー

◆受付窓口 ハローワーク佐賀　TEL.0952-41-4700
ハローワーク鳥栖　TEL.0942-82-3108

６. 仕事のこと

　ハローワークでは、仕事をお探しの方おひとりおひとりにあった仕事が見つかるよ
う、相談をしながら仕事の紹介を行っています。また、失業された方の生活の安定と適
職への就職を図るために、雇用保険の支給や職業訓練のあっせんも行っています。
　就職したいとき、就職先を探しているとき、どのような仕事を選べばよいか迷ってい
るとき、あるいは仕事に慣れないなど、職場における悩みがあるときなど、ハローワー
クでは仕事に関するいろいろな相談をお受けしていますのでご利用ください。

（1） 公共職業安定所(ハローワーク)

　職業訓練や資格取得のための補助などがあります。興味があ
るものがあれば、ぜひお気軽にご相談ください！
　それでは詳しくみていきましょう。

まだ子どもが小さく仕事に就くことができないでいます。
今後自立して生活する為の補助制度について知りたいです。

◆問い合わせ先 P34 ⑥へ

佐賀所マザーズコーナー
QRコード

鳥栖所マザーズコーナー
QRコード



　訓練科目は変更になる可能性があります。詳しくはハローワークの窓口にてご確認く
ださい。

◉R７年（2025年）度に予定されている委託訓練

   雇用保険を受給できない方が、求職者支援訓練または公共職業訓練を受講する場合
に、一定の要件を満たせば訓練手当、職業訓練受講給付金が支給されます。また、給付金
だけでは生活費が不足する方を対象とした融資（求職者支援資金融資）を行っています。

◉手当、給付金

◆問い合わせ先 施 設 内 訓 練・・・産業技術学院、ポリテクセンター佐賀　P37 ⑳へ
委 託 訓 練・・・産業技術学院　P37 ⑳へ
求職者支援訓練・・・公共職業安定所　P34 ⑥へ

◆URL　https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00333278/index.html

　県内では、就職を支援するために多様な訓練が実施されています。佐賀県庁ホーム
ページ内の「佐賀県職業訓練のご案内」で職業訓練情報をご覧いただけます。
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地　区

介護福祉士養成科

介護福祉士養成科

保育士養成科

保育士養成科

栄養士養成科

高度デジタル人材育成科

調理師養成科

【IT枠】デジタル技術活用科

【IT枠】IT初級・ビジネス実践科

【IT枠】IT初級・ビジネス実践科

【IT枠】IT初級・ビジネス実践科

【医療事務枠】医療事務・調剤事務・医師事務作業補助養成科

【IT枠】IT初級・ビジネス実践科

【IT枠】IT初級・ビジネス実践科

【IT枠】デジタル技術活用科

【IT枠】IT初級・ビジネス実践科

【医療事務枠】医療事務・調剤事務科

【IT枠】IT初級・ビジネス実践科

【会計事務枠】会計事務実践科

【IT枠】デジタル技術活用科

【IT枠】IT初級・ビジネス実践科（短時間・託児付）

【医療事務枠】医療事務・調剤事務・医師事務作業補助養成科

【IT枠】デジタル技術活用科

【IT枠】IT初級・ビジネス実践科

【IT枠】IT初級・ビジネス実践科
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10月

開始月

公的職業訓練

委 託 訓 練 民 間 の 教 育 機 関

公共 職 業 訓 練
主に雇用保険を
受給できる方

公共職業能力
開発施設

施設内訓練

機械技術や建築などのものづくり分野が中心

パソコンや医療事務、簿記などが中心

求職者支援訓練
主に雇用保険を
受給できない方

民 間 の 教 育 機 関

県立産業技術学院

ポリテクセンター佐賀

多久市で２年実施

佐賀市で６ヶ月実施
（対象：18～39歳）

＜実施場所＞

※託児サービス有

※託児付コースや短時間・短期間のコース有

県内全域で
３～24ヶ月実施

（2） 職業訓練（ハロートレーニング）

28 29

QRコード
からも開きます！

※全ての公的職業訓練は、ハローワークでの申込が必要です。

実習付

実習付

実習付

託児付

実習付

最新のハロートレーニング情報はこちらから！
佐賀労働局訓練室
LINE公式アカウント



　訓練科目は変更になる可能性があります。詳しくはハローワークの窓口にてご確認く
ださい。

◉R７年（2025年）度に予定されている委託訓練

   雇用保険を受給できない方が、求職者支援訓練または公共職業訓練を受講する場合
に、一定の要件を満たせば訓練手当、職業訓練受講給付金が支給されます。また、給付金
だけでは生活費が不足する方を対象とした融資（求職者支援資金融資）を行っています。

◉手当、給付金

◆問い合わせ先 施 設 内 訓 練・・・産業技術学院、ポリテクセンター佐賀　P37 ⑳へ
委 託 訓 練・・・産業技術学院　P37 ⑳へ
求職者支援訓練・・・公共職業安定所　P34 ⑥へ

◆URL　https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00333278/index.html

　県内では、就職を支援するために多様な訓練が実施されています。佐賀県庁ホーム
ページ内の「佐賀県職業訓練のご案内」で職業訓練情報をご覧いただけます。
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訓練期間訓 練 科 目 名 募集定員地　区開始月

◆問い合わせ先 ひとり親家庭サポートセンター　TEL.0952-97-9767
P34 ④へ

　ひとり親家庭サポートセンター内に、ひとり親家庭や寡婦の就業について相談をお
受けする就業相談員がいます。お気軽にご相談ください。

◆問い合わせ先 ひとり親家庭サポートセンター　TEL.0952-97-9767

　ひとり親家庭や寡婦の自立支援を図るため、就労に必要な知識技能を習得するための
介護職員初任者研修やパソコン関係の資格取得につながる講習会を開催しています。

◆問い合わせ先 県保健福祉事務所、市福祉事務所
P33 ①②へ

◆問い合わせ先 県保健福祉事務所、市福祉事務所
P33 ①②へ

　職業能力の開発のための指定講座を受講した母子家庭の母や父子家庭の父等に対
して、教育訓練修了後、自立支援教育訓練給付金が支給されます。支給額は対象講座の
受講料の６割相当額（上限20万円、看護師や介護福祉士等を目指す一部の講座を受講
される方※は上限160万円（40万円×修学年数）、下限１万２千円）です。受講開始前に申
請が必要ですので、お早めにご相談ください。

※修了後１年以内に資格習得し、就職等した場合、受講費用の25％（上限年間20万円）
　が追加支給されます。

◆訓練促進給付金 ＊住民税非課税世帯・・・月額100,000円
＊住民税課税世帯・・・・・月額70,500円

　修業期間の最後の1年間については
＊住民税非課税世帯・・・月額140,000円
＊住民税課税世帯・・・・・月額110,500円

◆修了支援給付金 ＊住民税非課税世帯・・・50,000円
＊住民税課税世帯・・・・・25,000円

　資格取得を目的とする養成機関において、１年以上修業する母子家庭の母や父子家
庭の父に対して、修業期間中の生活の負担軽減のために、給付金が支給されます。支給
期間は最長で４年間です。６月以上の訓練を通常必要とする民間資格（雇用保険制度の
教育訓練給付の一定対象講座など）の取得の場合も給付対象。）

　高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格取得を
目指す佐賀県内のひとり親の方に対し、自立を促進するための資金貸付を行います。

※養成機関を修了し、かつ、資格取得した日から１年以内に就職し、５年間引き続き資
　格業務に従事したときは、返還免除を受けることができます。
　詳細は以下の問い合わせ先へお問い合わせください。
◆問い合わせ先 社会福祉法人 佐賀県社会福祉協議会　TEL.0952-23-5886

（7） 高等職業訓練促進資金貸付金

（3） 就業相談員

（4） 母子家庭等就業支援講習会

（5） 自立支援教育訓練給付金

（6） 高等職業訓練促進給付金
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【IT枠】IT初級・ビジネス実践科

【IT枠】IT初級・ビジネス実践科

【IT枠】IT初級・ビジネス実践科

【会計事務枠】会計事務実践科

【IT枠】DX推進スキル科

【IT枠】IT初級・ビジネス実践科

【医療事務枠】医療事務・調剤事務科



訓練期間訓 練 科 目 名 募集定員地　区開始月

◆問い合わせ先 ひとり親家庭サポートセンター　TEL.0952-97-9767
P34 ④へ

　ひとり親家庭サポートセンター内に、ひとり親家庭や寡婦の就業について相談をお
受けする就業相談員がいます。お気軽にご相談ください。

◆問い合わせ先 ひとり親家庭サポートセンター　TEL.0952-97-9767

　ひとり親家庭や寡婦の自立支援を図るため、就労に必要な知識技能を習得するための
介護職員初任者研修やパソコン関係の資格取得につながる講習会を開催しています。

◆問い合わせ先 県保健福祉事務所、市福祉事務所
P33 ①②へ

◆問い合わせ先 県保健福祉事務所、市福祉事務所
P33 ①②へ

　職業能力の開発のための指定講座を受講した母子家庭の母や父子家庭の父等に対
して、教育訓練修了後、自立支援教育訓練給付金が支給されます。支給額は対象講座の
受講料の６割相当額（上限20万円、看護師や介護福祉士等を目指す一部の講座を受講
される方※は上限160万円（40万円×修学年数）、下限１万２千円）です。受講開始前に申
請が必要ですので、お早めにご相談ください。

※修了後１年以内に資格習得し、就職等した場合、受講費用の25％（上限年間20万円）
　が追加支給されます。

◆訓練促進給付金 ＊住民税非課税世帯・・・月額100,000円
＊住民税課税世帯・・・・・月額70,500円

　修業期間の最後の1年間については
＊住民税非課税世帯・・・月額140,000円
＊住民税課税世帯・・・・・月額110,500円

◆修了支援給付金 ＊住民税非課税世帯・・・50,000円
＊住民税課税世帯・・・・・25,000円

　資格取得を目的とする養成機関において、１年以上修業する母子家庭の母や父子家
庭の父に対して、修業期間中の生活の負担軽減のために、給付金が支給されます。支給
期間は最長で４年間です。６月以上の訓練を通常必要とする民間資格（雇用保険制度の
教育訓練給付の一定対象講座など）の取得の場合も給付対象。）

　高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格取得を
目指す佐賀県内のひとり親の方に対し、自立を促進するための資金貸付を行います。

※養成機関を修了し、かつ、資格取得した日から１年以内に就職し、５年間引き続き資
　格業務に従事したときは、返還免除を受けることができます。
　詳細は以下の問い合わせ先へお問い合わせください。
◆問い合わせ先 社会福祉法人 佐賀県社会福祉協議会　TEL.0952-23-5886

（7） 高等職業訓練促進資金貸付金

（3） 就業相談員

（4） 母子家庭等就業支援講習会

（5） 自立支援教育訓練給付金

（6） 高等職業訓練促進給付金
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【IT枠】IT初級・ビジネス実践科

【IT枠】中高年対象提案型

【IT枠】デジタル技術活用科

【医療事務枠】医療事務・調剤事務・医師事務作業補助養成科

【IT枠】デジタル技術活用科

【IT枠】IT初級・ビジネス実践科

【IT枠】IT初級・ビジネス実践科

【IT枠】IT初級・ビジネス実践科

【会計事務枠】会計事務実践科

【IT枠】DX推進スキル科

【IT枠】IT初級・ビジネス実践科

【医療事務枠】医療事務・調剤事務科



　児童扶養手当受給者の自立を支援するために、個々の受給者の状況に応じた自立
支援プログラムを策定し、ハローワークと連携して就労支援を行います。

◆問い合わせ先 ひとり親家庭サポートセンター　TEL.0952-97-9767

（9） 母子・父子自立支援プログラム策定事業
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　高等学校を卒業していない（中退含む）母子家庭の母や父子家庭の父が高等学校卒
業程度認定試験の合格を目指し、民間事業者などが実施する対象講座を受講した場
合に、受講料の一部が支給されます。受講開始前に申請が必要ですので、お早めにご
相談ください。

対象講座の受講料の40％相当額（上限10万円）

◆問い合わせ先 県保健福祉事務所、市福祉事務所
P33 ①②へ

●受講開始時給付金

対象講座の受講料の10％相当額
（受講開始時給付金＋受講修了時給付金の合計額：上限12.5万円）

●受講修了時給付金

対象講座の受講料の10％相当額
（受講開始時給付金＋受講修了時給付金＋の合格時給付金の合計額：上限15万円）

●合格時給付金

（8） 高等学校卒業程度認定試験合格支援

◆問い合わせ先 特定非営利活動法人 ひとり親ICT就業支援センター
TEL.0952-32-0221

　ひとり親家庭が安定した生活を得るため、一般就労が困難なひとり親家庭の親に対
して、子育てと仕事の両立が図りやすいITを使った在宅就業や就労に役立つパソコン
講座が開催されています。

（10） ひとり親家庭等在宅就業推進事業

７. 各施設の問い合わせ先

管轄区域郵便番号 電話番号

佐賀市、多久市、
小城市、神埼市、
神埼郡

武雄市、鹿島市、
嬉野市、杵島郡、
藤津郡

所　　在　　地

849-8585 0952-30-2183佐賀市八丁畷町1-20

841-0051
847-0012
848-0041

843-0023

0942-83-2172
0955-73-4228
0955-23-5187

0954-23-3174

鳥栖市元町1234-1
唐津市大名小路3-1
伊万里市新天町122-4

武雄市武雄町昭和265

鳥栖市、三養基郡
唐津市、東松浦郡
伊万里市、西松浦郡

佐賀中部
保健福祉事務所

鳥栖保健福祉事務所
唐津保健福祉事務所
伊万里保健福祉事務所

杵藤保健福祉事務所 

名　　称

※福祉事務所としての管轄区域は、上記区域から市を除いた郡部のみとなります

①県保健福祉事務所（母子・父子自立支援員配置場所）

郵便番号 所　　在　　地

神埼郡吉野ヶ里町三津775（東脊振健康福祉センターきらら館）
三養基郡基山町大字宮浦666
三養基郡上峰町大字坊所383-1
三養基郡みやき町大字原古賀1043番地
東松浦郡玄海町大字諸浦348
西松浦郡有田町南原甲664-4
杵島郡大町町大字大町5017
杵島郡江北町大字山口1651-1
杵島郡白石町大字福田1247-1
藤津郡太良町大字多良1-6

吉野ヶ里町  こども・保健課
基山町　こども課
上峰町　住民課
みやき町　子育て福祉課
玄海町　こども・ほけん課
有田町　子育て支援課
大町町　子育て・健康課
江北町　健康福祉課
白石町　保健福祉課
太良町　子育て支援課

名　　称

③町ひとり親家庭福祉担当課

電話番号

842-0104
841-0204
849-0123
849-0101
847-1421
844-0027
849-2101
849-0592
849-1192
849-1698

0952-51-1618
0942-85-9095
0952-52-7412
0942-94-5724
0955-52-2159
0955-25-9200
0952-82-3186
0952-86-5614
0952-84-7116
0954-68-0110

管轄区域郵便番号 電話番号所　　在　　地

佐賀市
唐津市
鳥栖市
多久市
伊万里市
武雄市
鹿島市
小城市
嬉野市
神埼市

佐賀市栄町1-1（こども家庭センター）
唐津市西城内1-1（こども家庭センター内）
鳥栖市宿町1118（こども育成課）
多久市北多久町大字小侍7-1（福祉課）
伊万里市立花町1355-1（こども家庭センター）
武雄市武雄町昭和12-10（こども家庭課内）
鹿島市大字納富分2643-1（福祉課）
小城市三日月町長神田2312-2（こども家庭課）
嬉野市塩田町大字馬場下甲1769（子育て未来課）
神埼市神埼町鶴3542番地1（こども家庭課）

佐賀市福祉事務所
唐津市福祉事務所
鳥栖市福祉事務所
多久市福祉事務所
伊万里市福祉事務所
武雄市福祉事務所
鹿島市福祉事務所
小城市福祉事務所
嬉野市福祉事務所
神埼市福祉事務所

名　　称

②市福祉事務所（母子・父子自立支援員配置場所）

840-8501
847-8511
841-8511
846-8501
848-8501
843-8639
849-1312
845-8511
849-1492
842-8601

0952-40-7254
0955-53-7180
0942-85-3552
0952-75-6118
0955-23-2183
0954-23-9216
0954-63-2119
0952-37-6107
0954-66-9121
0952-37-3873


